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 「TEC Link」利用に関する規定 

 

TEC Link（Tochigi Education Center Link：研修・生涯学習施設利用者向けWi-Fi ネットワーク）の利用

可能な端末に関する規定を以下のとおり定めます。これにより、利用者の端末および当センターネットワー

クのセキュリティを確保します。 

当センター内のネットワークが安全かつ快適に利用できるよう、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

１ 端末について 

 (1)利用可能な端末※の種類 

利用者種別 端末の種類 

・教職員研修受講者 各学校において授業用端末として利用し、校外への持

ち出しを所属長より許可されているもの 

（ただし、校務等のネットワークに日常的に接続して

いる端末は不可とする） 

・幼児教育研修、生涯学習等研修受講者 

・生涯学習施設利用者 

・その他（当センターが認める者） 

個人で所有している端末 

 ※端末：ノートPC、タブレット、スマートフォン等 

 (2)利用可能な端末の条件 

OSの種類 利用条件 

・Windows ・Android 

・iOS  ・MacOS 

・OSやアプリケーションが最新の状態であること 

・アンチウイルスソフトがインストールされていること 

・パスワード、PINコード、指紋認証、顔認証等により画

面ロック機能が有効となっていること 

 

(3)利用できない端末 

・古いバージョンのWindows、Androidや iOS等、サポート終了後の旧式のOSを使用し続けている

端末 

・脆弱性が報告されていたり、改造が施されていたり、不正ソフトウェアがインストールされた端末 

・ジェイルブレイクやルート化されたスマートフォン及びタブレット 

・その他、当センターが適切でないと認める端末 

 

２ 留意点 

・公共の場における利用者間のプライバシー保護を徹底するため、当センター内で端末を利用する際は個

人情報や機密情報のやり取りには十分な注意を払うこと。 

・不審な端末や行動が確認された場合、当センターはWi-Fi利用を制限または禁止する権利を有する。 

・端末を持ち込んで利用した際の破損や故障等に関するトラブル、不正利用により発生した損害等につい

て、当センターでは一切の責任を負わない。 

施行日：令和６（2024）年 11月 13日 


